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葬儀場等の設置等に係る事前協議手続の流れ 

 

葬儀場等の設置等事前相談（関係主管課等） 

事前協議申請※（建築開発課） 事前協議申請（建築開発課） 

協議・承認済通知書の交付及び 
協議事項の誓約※（主要関係主管課） 

開発行為等許可（建築開発課） 

工事着手 

近隣住民等に対する説明 

都市計画法に基づく許可を要するか 

協議・承認済通知書の交付及び 
協議事項の誓約（関係主管課） 

関係主管課と協議 主要関係主管課と協議 

はい いいえ 

事前協議終了 

はい いいえ 

※ 開発指導要綱に基づく様式を使用 

近隣住民等に対する説明 


